
阿
南
荘

八
十
町

阿
南
荘
松
富
名

狭
問
氏
の
地
頭
職

と
な
っ
て
い
る。

松
尾
弥
三
郎
跡
当
地
行
未
分
明

（
狭
間
村）

巾
分
の
背
娯佐

藤

末

喜

は
じ
め
に

乾
元
二
年
(
-

三
0
三
）

五
月、

狭
間
村
は
南
北
に
中
分
さ
れ、

北
方
を
大

友
惣
領
家
が、

南
方
を
狭
間
三
代
又
四
郎
直
親
が
領
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た。

こ
の
異
例
の
下
地
中
分
は、

狭
間
氏
が
本
拠
地
を
失
う
端
緒
と
も
言
え
る
事
件

で
あ
り
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う。

弘
安
五
年
(-―
一
八
五）

の
豊
後
国
図
田
帳
に
よ
る
と、

阿
南
荘
の
状
況
は、

領
家
室
大
納―――口
地
頭
職
守
護
所
並
狭
間
尼
公
生
蓮
孫
用

鬼
丸
伝
領

松
富
名
三
十
五
町

光
市
松
名
十
五
町

松
武
名一
二
十
六
町
二
段
内

本
名
八
町
五
段

今
又
四
郎
直
親

地
頭
職
狭
間
尼
公
生
蓮
跡
同
前

肥
後
国
御
家
人
菊
池――一
郎
武
弘

（
以
下
省
略）

文
永
年
初
蒙
古
来
襲
の
危
機
に
当
た
り、

鎌
倉
幕
府
は
国
土
防
衛
の
国
策
を
固

め
そ
の
軍
費
捻
出
の
た
め
全
国
の
土
地
調
査
を
命
じ、

国
単
位
の
土
地
台
帳
で

あ
る
大
田
文
を
提
出
さ
せ
た。

こ
れ
が
豊
後
国
図
田
帳
で
あ
り、

大
友
三
代
頼

泰
が
幕
府
に
注
進
し
た
も
の
が
現
在
に
残
っ
て
い
る。
そ
も
そ
も
大
田
文
は
「
承

久
の
乱
後
の
全
国
の
土
地
関
係
の
大
変
動
の
実
態
を
つ
か
む
た
め、

幕
府
が
各

国
の
守
護
を
通
じ
て
国
街
の
在
庁
官
人
に
そ
の
作
成
を
命
令
し
た
の
が、

こ
の

大
田
文
と
言
っ
て
も
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う」

と、

石
井
進
氏
が
「
日
本
中
世

国
家
史
の
研
究」

で
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に、

極
め
て
複
雑
に
入
り
組
ん
だ

中
世
の
土
地
関
係
の
重
要
な
史
料
で
あ
る。

大
田
文
を
丁
寧
に
読
め
ば、

そ
の

土
地
の
所
有
関
係
の
来
歴
が
わ
か
る。

狭
間
三
代
直
親
は
阿
南
荘
惣
地
頭
職
を
守
護
所、

す
な
わ
ち
大
友
頼
泰
と
折
半

し
松
富
荘
の
小
地
頭
職
を
保
持
し
て
い
る
が、

こ
れ
ら
は
祖
母
で
あ
る
狭
間
尼

公
生
蓮
か
ら
相
伝
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。

野
津
本
大
友
系
図
に
よ
る
と
挟
間
氏

大
炊
四
郎
狭
間

次
郎
他
界

童
名
土
与
鬼
狭
間
地
頭

直
秀

親
直

直
親

（
重
泰）

母
朽
網
兵
衛
女

と
な
り
二
代
次
郎
・

重
泰
が
早
世
し
て
い
た
た
め、

直
重
（
直
秀）

の
没
後
地

頭
職
は、

そ
の
妻
狭
間
尼
公
生
蓮
が
継
ぎ
直
親
が
伝
領
し
た
と
い
う
流
れ
に
な

る。大
友
二
代
親
秀
は、

家
督
を
相
続
後
ま
も
な
く
勃
発
し
た
承
久
の
乱
に、

幕
府

方
と
し
て
参
戦
し、

宇
治
橋
の
合
戦
で
大
い
に
功
績
を
挙
げ
て
い
る。

乱
後
各

地
で
謀
反
人
調
査
や
所
領
没
官
を
進
め
た
守
護
や
御
家
人
が、

そ
の
ま
ま
幕
府

か
ら
地
頭
職
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
た。

大
友
親
秀
に
対
す
る
恩

賞
給
付
の
確
た
る
史
料
は
な
い
が、

豊
後
国
守
護
職
の
権
力
も
利
し
て、

阿
南

郷、

野
津
院、

由
布
院
な
ど
の
国
術
領
の
地
頭
職
を
獲
得
し
た
と
思
わ
れ
る。

阿
南
郷
は
寛
喜
二
年
(
―

二
三
0
)

に
立
荘
し
て
阿
南
荘
と
な
る
が、

そ
の
時

の
支
配
構
造
は
領
家
職
・

室
大
納
言
家

預
所
職
・

備
後
僧
都
幸
秀

地

三
世
代
は
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る。

阿
南
荘
の
惣
地
頭
職
を
折
半
し
て
い
る
の
も
現
地
で
の
実
務
は
直
重
の
役

所
職
を
弟
子
た
ち
に
譲
与
し
た
が、

こ
れ
を
不
服
と
し
た
直
親
（
土
用
鬼
丸）

で
あ
る
が、

三
名
の
実
際
の
管
理
運
営
は
直
重
の
役
割
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え

阿
南
荘
の
預
所
職
（
雑
掌）

宗
買
領
由
申
之

に
見
る
よ
う
に、

こ
の
飯
田
郷
は
頼
泰、

直
重、

娘
の
三
人
に
分
譲
さ
れ
た
の

書
曲
村

拾
町
新
庄

豊
即
大
炊
助
入
道
殿
女
子

持
明
暁
別

当
入
道
室
家
跡
小
田
原
弥
五
郎
頼

今
又
四
郎

飯
田
本
名

玖
町
五
段
新
庄

見
良
津
名

玖
町
同
前

大
友
兵
庫
入
道
殿

豊
前
大
炊
四
郎
直
重
跡
孫
子
鬼
丸、

小
地
頭
職、

頭
職
・
大
友
親
秀
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。

嘉
禎
二
年
（
一
―
一
三
六）

親
秀
は

豊
後
守
護
職、

所
領
を
嫡
子
惣
領
・

頼
泰
に
譲
っ
た
が、

同
年一云一
月
十
七
日
付

第
七
子
・

田
北
親
泰
へ
の
譲
り
状
に
「
分
譲
男
女
子
息
等」

と
あ
る
よ
う
に、

当
時
の
惣
領
制
に
甚
づ
い
て、

庶
子
の
所
領
安
堵
と
自
立
を
保
証
し
て
い
る。

当
時
女
子
の
地
位
が
比
較
的
に
高
く

9

一

期
で
は
あ
る
が
他
家
に
嫁
し
た
娘
に

も
分
与
し
て
い
る。

直
重
が
父
親
秀
か
ら
譲
与
さ
れ
た
の
は、

阿
南
荘
惣
地
頭
職
半
分
と
松
富
名
の

そ
れ
に
飯
田
郷
見
良
津
名
の
地
頭
職
で
あ
っ
た。

頼
泰
と
直
重
の
関
係

両
者
の
関
係
は
惣
領
と
第
四
子
で
あ
る
が、

相
当
に
咤
懇
で
あ
っ
た
よ
う
に
窺

わ
れ
る。

父
親
秀
の
意
図
か
も
し
れ
な
い
が、

頼
泰
の
身
近
の
補
助
者
と
い
う

風
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か。

図
田
帳
の

①
飯
田
郷

の
備
後
僧
都
幸
秀
は、

死
に
臨
ん
で
帯
び
る
預

目
で
あ
っ
た
だ
ろ
う。

直
重
は
松
富
名
の
小
地
頭
と
し
て
現
地
・

挟
間
に
居
住

し、

大
友
氏
に
と
っ
て
重
要
な
地
域
で
あ
る
阿
南
荘
の
支
配
権
を
支
え
た
の
で

あ
る。

直
重
の
人
物
像
に
つ
い
て
江
戸
時
代
の
野
史
「
豊
州
雑
志」

に

「
大
友
大
炊
ノ
助
親
秀
ノ
四
男
大
炊
四
郎
直
重
卜
云
ケ
ル
ハ
剛
強
い
無
双
殊

ニ
オ
智
超
他
末
夕
弱
冠
ノ
比
ヨ
リ
毎
度
瞥
レ
ヲ
顕
ハ
セ
リ

舎
弟
兵
庫
ノ
頭
頼

泰
憑
モ
シ
ク
思
ヒ
父
君
ノ
命
ヲ
受
ケ
八
百
貫
文
ノ
領
ヲ
宛
行
ヒ
大
分
郡
挟
間
二

封
セ
ラ
レ
シ
ョ
リ
挟
間
ヲ
以
テ
氏
と
セ
リ
（
後
略）」

と
あ
り、

頼
泰
が
弟
で

兄
を
頼
も
し
く
み
て
い
た
風
に
記
述
し
て
い
る。

野
史
に
全
幅
の
信
頼
を
薗
＜

わ
け
に
は
い
か
な
い
が、

太
田
亮
氏
は
「
姓
氏
家
系
大
辞
典」

に
「
豊
薩
軍
記

に
（
挟
間
は
大
友
親
秀
の
四
男
四
郎
直
重
が
八
百
貫
文
の
知
行
地
な
り）。

直

璽
勇
猛
怪
異
の
人
な
り
し
故
鬼
狭
間
と
も
い
う。

文
永
十
一

年
の
夏、

蒙
古
筑

前
へ
襲
来
の
時、

直
重
勇
名
最
も
高
く，

人
目
を
驚
か
せ
り」

と
載
せ
て
い
る。

と
に
か
く
剛
勇
の
武
将
で
あ
っ
た
よ
う
だ。

文
永
の
役
で
は、

幕
府
軍
の
総
大

将
で
あ
る
頼
泰
の
測
近
の
勇
将
と
し
て、

嫡
子
重
泰
と
と
も
に
参
戦
し
大
活
躍

し
た
直
重
は、

そ
の
戦
傷
が
も
と
で
里
泰
と
も
ど
も
戦
後
ま
も
な
く
死
亡
し
た

と
思
わ
れ
る。

惣
領
頼
泰
は
こ
れ
を
重
く
悼
み、

狭
間
家
の
将
来
の
た
め
に
三

代
直
親
の
成
長
を
待
つ
べ
く、

直
重
未
亡
人
を
し
て
地
頭
職
を
継
が
し
め、

狭

間
家
の
安
泰
を
図
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

直
親
の
乱
行
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元
二
年
(
-
――1
01―-
)

五
月、

北
方
・

南
方
に
相
分
さ
れ
る
下
地
中
分
が
行
わ

れ、

北
方
を
預
所
が
南
方
を
地
頭
が
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ

た
」

と
間
違
っ

た

解
説
を
し
て
い
る
。

族
の
内
部
抗
争
の
結
果
と
誤
っ

た
解
釈
を
し
て
い
る。

ま
た
庄
内
町
誌
は
「
乾

分
し
た
と
こ
ろ
に、

こ
の
中
分
の
特
殊
性
が
あ
る
」

と
し
て
い
る
が、

狭
間

の
で
あ
る
。

こ
の
中
分
に
つ
い
て
挟
間
町
誌
の
記
述
を
見
る
と

は
自
分
が
松
富
名
の
預
所
職
を
相
伝
し
た
と
し
て
こ
れ
を
横
領、

菊
池
武
弘
も

光
一

松
名
の
預
所
職
を
横
領
し
た
た
め、

よ
う
や
く
松
武
名
の
預
所
職
の
み
が

社
僧
円
全
に
よ
っ

て
維
持
さ
れ
る
と
い
う
混
乱
状
況
が
阿
南
荘
全
域
を
蔽
っ

た

の
で
あ
る。

こ
の
機
に
乗
じ
て
土
用
鬼
丸
・

直
親
は、

法
事
問
答
講
田
一

町
二

段
を
横
領
し
て
講
経
を
衰
退
さ
せ，

供
米
以
下
の
神
田
を
抑
留
し
神
宝
を
不
法

に
怠
っ

た
り
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
不
法
行
為
は
直
親
が
地
頭
職
と
預
所
職
を

兼
帯
し
た
と
し
て、

松
富
名
に
領
有
権
を
確
立
し
よ
う
と
の
意
思
表
示
で
も
あ

る。

当
然
に
阿
南
荘
の
惣
地
頭
職
を
折
半
す
る
大
友
惣
領
家
と
し
て
は、

見
逃

せ
な
い
事
態
で
あ
り、

直
親
の
台
頭
を
制芯
肘
し
併
せ
て
所
領
の
拡
大
を
図
る
べ

く、

松
富
名
の
小
地
頭
職
の
中
分
を
仕
掛
け
た
の
で
あ
ろ
う。

狭
間
家
の
保
護

者
と
も
い
う
べ
き
頼
泰
が、

三
年
前
の
一

三
0
0
年
に
七
十
八
歳
の
長
寿
を
全

う
し
て
死
亡
し
て
い
る
の
も、

時
の
五
代
惣
領
大
友
貞
親
に
は
幸
し
た
で
あ
ろ

う。

こ
の
処
分
に
よ
っ

て
直
親
は
大
友
家
臣
団
の
一

員
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た

「
豊
後
国
図
田
帳
で
は、

松
富
名
の
地
頭
職
は一云一
代
の
又
四
郎
直
親
で
あ
っ

た
か
ら、

弘
安
八
年
に
図
田
帳
が
作
成
さ
れ
て
か
ら、

数
年
後
に
何
ら
か
の
理

由
で
狭
間
氏
一

族
の
中
で、

こ
の
松
富
名
は
中
分
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る。

荘
園

を、

領
家
側
と
地
頭
側
が
中
分
し
た
の
で
は
な
く、

地
頭
側
の
一

族
内
部
で
中

直
親
の
跡
を
継
い
だ
正
供
は、

足
利
尊
氏
側
に
つ
い
た
大
友
軍
の
猛
将
と
し
て

歴
戦
に
大
活
躍
多
く
の
功
績
を
挙
げ
た
。

そ
の
恩
賞
と
し
て
ま
ず
建
武
元
年
三

「
豊
後
国
阿
南
庄
松
富
名
桃
狭
間
村
南
方
地
頭
職
事、

狭
間
大
炊
四
郎
太
郎

政
直、

常
知
行
不
可
有
相
違
者、

天
気
如
此、

悉
之、

以
状」

と
す
る
後
醍
醐

天
皇
綸
旨
に
よ
っ

て、

挟
間
南
方
半
分
の
地
頭
職
が
安
堵
さ
れ
た
。

そ
し
て
同
年
十
二

月
に
は
雑
訴
決
断
所
牒
案
に
よ
っ

て、

「
豊
前
国
御
沓
村
地

頭
職」

を
安
堵
さ
れ
た
。

御
沓
村
は
宇
佐
郡
院
内
村
に
あ
り、

豊
前
・

豊
後
の

国
府
を
結
ぶ
官
道
上
に
位
置
し
交
通
の
要
衝
で
あ
っ

た
た
め
得
宗
領
と
な
っ

て

月 狭
間
四
代
正
供
政
直
に
つ
い
て

備
後
僧
都
幸
秀
は、

あ
る。

大
友
氏
時
常
知
行
所
領
所
職
等
注
進
状
案
（
貞
治
三
年
二
月
·
―
――一
六
四）

に

よ
れ
ば、

同
國
狭
間
半
村
と
あ
り、

大
友
惣
領
家
の
所
領
で
あ
る
こ
と
が
判
明

す
る
筆
者
が
「
狭
間
村
小
地
頭
職
の
中
分
」

で
あ
る
と
主
張
す
る
根
拠
で
あ

る。

さ
ら
に
二

十
年
後
の
大
友
親
世
の
分
を
見
る
と
同
國
狭
間
村
半
分
北
方
と

図
田
帳
に

平
丸
名
の

領
家
と
し
て

出
て
い

る
の
で、

―

二

八
五

年
に
は
生

存
が
確
認
で
き
る
が、

大
友
能
直
と

彼
の

死
の

直
前

(
―

二
二
三
）、

能
直
八
男
能
郷
を
養
子
に
し
て、

所
領
を
譲
与
す
る
と
い
う

交
渉
を
し
て
お
り、

当
然
に
成
人
で
あ
り
二

十
歳
を
超
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か

ら、

相
当
な
高
齢
で
あ
る
。
「
死
に
臨
ん
で
弟
子
に
分
譲
し
た
」

時
期
は、

弘

安
八
年
の
図
田
帳
注
進
の
前
後
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る。

直
親
の
乱
行
は
そ
の

こ
ろ
に
始
ま
っ

た
と
み
て
よ
か
ろ
う。
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追
可
有
其
沙
汰
之
状、

如
件、

い
た
。

直
親
が
失
っ

た
「
狭
間
村
半
分」

の
幾
分
か
を、

取
り
戻
す
成
果
で
あ

る
。

ま
さ
に
狭
間
氏
中
興
の
祖
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

彼
に
は
数
々
の
軍
中

足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
案

所
＞

合
戦
事、

於
大
渡
橋
上
自
身
被
疵、

於
西
坂
本
西
塔
南
中
尾、

若
薫
太

夫
房
幸
圃
・

禰
太
郎
負
手、

至
鎮
西
京
都
供
奉
條、

尤
以
神
妙、

於
恩
賞
者、

建
武
四
年
正
月
三
日

狭
間
大
炊
四
郎
入
道
殿

正
供
政
直
が
豊
前
に
地
頭
職
を
得
た
こ
と
は、

す
る
契
機
と
な
っ

た
で
あ
ろ
う。

で
不
明
で
あ
る。

そ
の
後
狭
間
家
が
豊
前
に
進
出

そ
の
後
の
狭
閥
村

十
代
大
友
親
世
は
親
著
に
家
督
を
譲
り、

親
著
は
応
永
三
十
年
(
-

四
ニ――-
)

持
直
に
家
督
譲
与。

そ
の
際
の
親
著
の
嫡
子・
孝
親
に
対
す
る
処
遇
に
つ
い
て、

大
分
市
史
に
は
「
狭
間
氏
へ
は
豊
前
の
所
領
と
交
換
し
て
南
方
を
召
し
上
げ
惣

領
家
領
北
方
を
加
え
て
孝
親
に
与
え
た
。

と
こ
ろ
が
孝
親
は
乱
を
起
こ
し
て
敗

死
し
て
し
ま
う。

持
直
は
そ
の
地
を
没
収
し、

弟
親
雄
に
与
え
た
」

と
記
述
さ

れ
て
い
る
。

狭
間
村
南
北
が
大
友
惣
領
家
の
差
配
下
に
な
り、

狭
間
氏
は
本
貫

を
失
う
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る。

大
分
市
史
は
代
替
地
と
し
て
「
豊
前
の
所

領
と
交
換
し
」

と
い
う
が、

豊
前
の
具
体
的
な
所
領
名
を
指
摘
し
て
い
な
い
の

と
も
か
く
大
友
親
雄
が
狭
間
南
北
を
支
配
し
た
こ
と
は
確
実

状
が
あ
る
が
そ
の
う
ち
の
一

っ
を
紹
介
し
よ
う。

御
判

註
・
（
備
後
僧
都
幸
秀、

死
に
臨
ん
で
）

の
史
料
・
「
杵
原
八
幡
宮
文
書」

で
あ
り、

狭
間
氏
は
そ
の
大
友
舎
弟
・

親
雄
の
対
大
内
抗
争
戦
に
従
軍
し、

各

地
を
転
戦
し
て
い
る
こ
と
は、

醍
醐
寺
座
主
満
斎
の
日
記
に
も
記
載
さ
れ
て
い

る
。

こ
の
時
期
狭
間
氏
は
七
代
親
賢
の
代
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
が、

大
友
親

雄
の
没
後
も
狭
間
南
北
は
狭
間
氏
に
戻
さ
れ
る
こ
と
な
く、

惣
領
家
の
直
轄
領

と
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る。

荘
園
公
領
制
は
鎌
倉
幕
府
発
足
に
よ
っ

て
完
成
し
た
と
言
わ
れ
る。

頼
朝
が
御

家
人
を
地
頭
に
し
て
各
地
の
公
領
・

荘
園
に
配
置
し
た
か
ら
で
あ
る。

荘
園
の

支
配
力
は
充
実
し
た
が、

一

方
で
武
力
を
背
景
に
し
た
彼
ら
の
不
法
行
為
が、

荘
園
領
主
の
立
場
を
侵
食
し
始
め
た
。

領
主
側
は
こ
れ
へ
の
対
策
と
し
て、

下

地
を
分
割
し
て
地
頭
に
渡
し、

領
主
の
年
貢
を
確
保
す
る
の
挙
に
出
た
。

こ
れ

が
下
地
中
分
と
言
わ
れ
る
和
解
策
で
あ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
狭
間
村
（
松

富
名）

の
中
分
は、

下
地
を
伴
わ
な
い
小
地
頭
職
の
中
分
で
あ
り、

端
的
に
言

え
ば、

大
友
惣
領
家
が
直
親
（
土
用
鬼
丸）

の
所
領
の
半
分
を
召
し
上
げ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
土
用
鬼
丸
の
非
行
が
き
っ

か
け
で
あ
っ

た
が、

守
護
領
国

制
に
よ
る
支
配
力
強
化
を
目
指
す
惣
領
家
は、

こ
の
時
期
す
で
に
庶
子
家
を

軍
事
的
統
制
下
に
組
み
込
も
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り、

挟
間

も
政
治
的、

氏
は
そ
の
先
鋒
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
大
友
文
書
」

に
よ
れ
ば、

正
慶
二

年

（
一

三
三
三
）、

六
代
貞
宗
が
千
代
松
丸
（
氏
泰）

に
家
督
を
譲
っ

た
際、

惣
領

制
か
ら
嫡
子
単
独
相
続
に
転
換
し
て
い
る
。

ま
と
め

- 1 7 -



件
大
神
賓
御
初
拝
者、

國
司
毎
任
之
役
被
勤
仕
之
虐、

去
寛
喜
二

年、

以
阿
南

庄
儒
大
神
賣
之
料
所、

可
為
一

圃
不
轍
之
神
領
之
旨、

被
成
國
司
i魏
宣
畢、

献

之
天
福
元
年
同
所
被
宣
下
也、

子
細
見

官
符
宣
等、

然
之
開、

以
社
僧
幸
秀

僧
都
雑
掌、

台
調
進
大
神
賣
等
之
虚、

幸
秀
他
界
之
刻、

令
付
園
彼
雑
掌
於
面

＼
弟
子
箔
之
條、

為
非
擁、

而
常
庄
三
名
内
松
富
名
者、

地
頭
土
用
鬼
丸
稲
預

（

用
）

所
職
相
偉
之
由、

致
神
賣
不
法
愕
念
之
上、

令
抑
留
御
供
米
以
下
之
神
田
等
畢、

松
武
名
者、

社
僧
闘
全
堅
者、

令
相
博
之
所
役
僧
怠
者
也、

光
一

松
名
者、

菊

池――一

郎
二

郎
房
高
為
蒙
古
動
功
之
賞、

令
拝
領
嘗
名
地
頭
（
地
前�）

職
之
刻、

（

地

頭

）

令
押
領
孤
所
職
之
明、

令
関
如
神
役
等
者
也、

且
為
□
口
身
知
行
領
家
分
之
篠、

御
制
巖
重
也、

況
於
押
領
哉
芙、

◎

此

ア

タ

リ

裏
花

押

ア

リ

正

慶

元

年

正

月

十
一

阿

南

荘

ヲ

大

神

宝

料
所

ト
シ

幸

秀

ヲ

雑

学

ト

シ

テ

調

進

幸

秀

他

界

後

窄

籠

（
「
大
分
県
史
料
（
9
）
」
)

六
七
号

（

花
押）
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